
61北九州市立大学『商経論集』第47巻第３・４号（2012年３月）

パフォーマンス・マネジメント概念に関する理論的考察

福　井　直　人
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１．問題意識
　本論文の目的は、近年のアメリカにおける人的資源管理制度のなかで注目を集め始めている

「パフォーマンス・マネジメント（以下 PM と略）」について理論的な考察を行ない、その人的
資源管理論的意義を探究することである。
　近年のアメリカにおいては、人事考課制度 1（Performance Appraisal、以下 PA と略）におい
てパラダイム・シフトと呼べるほどの大きな転機を迎えている。それは端的に言い表せば、
PA からパフォーマンス・マネジメント（Performance Management、以下 PM と略）への移行
と呼べるものである。PA とは、ごく端的に言えば、従業員の働きぶりの良し悪し、すなわち
パフォーマンス 2 を評価するための制度である。これに対し PM は、組織が仕事目標を設定し、
パフォーマンス水準を設定し、各人の仕事を割り当て、その働きぶりを評価してフィードバッ
クし、その情報をもとに人材育成のニーズを見出すことを通じて、組織全体のパフォーマンス
を高めていく一連のプロセスであると、通説的には定義される。これが意味するところは、従
来の PA がともすれば従業員の職務行動や結果といったパフォーマンスを評価し、賃金や昇進
といった処遇を決定する手段にとどまりがちであったのに対し、PM は PA を基軸として行動
変革をもたらす人材育成を行ない、その結果としてパフォーマンス向上につなげていく試みで
あるということである。すなわち PM においては、従業員パフォーマンス 3 の向上を目的とし
て、評価結果を従業員にフィードバックすることにより上司部下間のコミュニケーションを促
進させ、人材育成を促進し、従業員の能力を向上させていくことが強調される。これにより従

1	 本論文における人事考課制度の定義は、遠藤 (1999) の「組織の効率化を念頭において、組織構成員の全
人格ではなく「働きぶり」を評価しようとする制度であり、おなじことであるが、そのために、産業心
理学の研究成果を多少とも踏まえて、評価方法を整備した制度」（2 頁）に依拠するものとする。

2	 本論文で用いる「パフォーマンス」とは、英語の performance の訳語である。performance の訳語として
は「業績」や「成果」があてられることが多いが、performance appraisal 研究における performance には

「職務遂行上の行動」も含まれることに注意しなければならない。「業績」や「成果」の訳語を用いると、
performance とはすなわち「職務遂行の結果」のみであり、「行動」はその範疇外にあるという誤解を読者
に招きかねないことから、本論文では特定の箇所を除いて「パフォーマンス」という訳語を用いている。

3	「従業員パフォーマンス」とは、企業における従業員の、個人レベルでのパフォーマンスを表す概念であ
る。戦略的人的資源管理論では「個人パフォーマンス」という概念もしばしば用いられるが、本論文で
はそれを「従業員パフォーマンス」の同義語として扱い、論文全体では便宜上「従業員パフォーマンス」
という表記に統一している。
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業員パフォーマンスが高まり、ひいては集団パフォーマンスそして組織パフォーマンスもスパ
イラル的に高めることができるというのである。
　このような特徴とされる PM ではあるが、上で示したものは通説的見解を大まかに把握し
た内容であり、現時点では PM がコンセプトとして明確に確立されているわけではない。た
とえば、PA の単なる新しい呼称として PM を使い、両者ほぼ同義のように扱う論者もい
る。その一方で PM を、PA を基軸として戦略に統合された、人的資源管理（Human Resource 
Management、以下 HRM と略）のプロセス全体を指すとする論者もいる。後者の見解に立てば、
PM はもはや単に従業員を評価のための制度ではなくなり、むしろ昨今のホットトピックであ
る戦略的人的資源管理論（Strategic Human Resource Management、以下 SHRM と略）と類似
の概念に近いものとなる。このように PM に関する議論は、明確な概念規定を欠くがゆえに混
沌としたものとなっている。
　現時点において PM の研究は進展しつつあるものの、概念に関する整理や、その HRM 論的
意義については、PM 発祥の国であるアメリカでも十分に議論されてきたとは言えない。さら
に、日本では実務界はなおのこと学術界においてさえ PM 概念に対する認知度が著しく低いの
が現状である。この点を鑑みるとき、PM 概念に関するヨリ深い理論的考察が求められること
は言うまでもない。この作業を通じて、学術的研究に対する貢献のみならず、企業実務におけ
る PA ないし PM の設計にも大きな含意をもたらすことが期待される。たとえば、昨今の日本
企業ではアメリカ型のドライな「成果主義」に代えて、「人材育成」と両立しうる「ポスト成
果主義」の重要性が説かれるに伴い、先進的な日本企業において PA の人材育成機能を強調し
始めている（福井、2008）。その一方で、どのようにすれば PA の人材育成機能を充実できる
かの指針を欠いた状態である。PM 概念はまさに PA と人材育成の連関を強めていこうとする
試みであり、PA 改革に苦慮する日本企業に対してロバストな概念フレームワークを提示しう
ると同時に、多大なる実践的インプリケーションを与えうると考えられる。
　以上を踏まえて本論文で必要とされている作業は以下の 2 点に集約できる。第 1 に、PM に
関する先行研究をレビューし、従来の PA との相違点に注目しながら、その理論的特徴を整理
することである。現時点では PM に関する体系的な文献レビューを行なった研究はアメリカで
もわずかであり（たとえば Fletcher (2001)、Latham & Mann (2006) など）、まして日本の学術
的研究においてそれが扱われたのはわずかである 4。もちろんアメリカの教科書などにおいて
断片的に扱われることはあったが、PM が指し示す内容や、PM の果たしうる機能について十
分な議論はなされてこなかったといえよう。文献レビューを通じ、学術的研究に存在する上記
のような間隙を埋めることが期待される。

4	 アメリカの PM についての日本語文献による紹介としては、高橋 (2010) の第 18 章における簡潔な解説を
挙げることができる。これ以外にアメリカの PM について体系的に取り上げた日本語文献は筆者の知る限
りほとんどない。一方、イギリスにおける PM の展開としては大内 (2002)、須田 (2004)、そして上田 (2008)
を挙げることができる。なお傍論ではあるが、本論文で扱う PM に類似する分析枠組として石田 (2003)、
石田・中村編 (2005) において展開される「仕事管理」を挙げることができる。しかし「仕事管理」は、
集団的労使関係論の視点から部門業績管理と賃金管理の結合様式にアプローチする研究であり、産業組
織心理学を基礎理論とする PM とはアプローチ方法が異なるといえる。
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　第 2 に、上記のレビューを通じて、PM の HRM 論的意義を探究することである。PM は実
のところ、実際の日本企業においても導入事例がなく、コンサルタントによっても紹介された
ことはなかったといえる。PA が PM に変容することは、HRM システム全体にいかなる影響
を及ぼすのであろうか。PM と HRM の関係はどのように変化するのであろうか。この点を解
明することにより、PM の導入が実践的にどのように有用であるのかを明らかにすることがで
きる。
　本論文の構成は以下のとおりである。第2節においては PM概念分析の前段階の作業として、
アメリカにおける PA 研究の系譜を簡単にたどる。ここでの系譜を踏まえたうえで第 3 節では
PM 概念の定義や研究状況について整理し、概念上の混乱ないし不統一が生じていることが指
摘される。第 4 節では PA と PM の関係性を浮き彫りにするため、著名な論者によって提示さ
れている PM モデルを検討する作業を行なう。第5節では PM の HRM 論的意義を見出すため、
HRM 論でも PM に関連の深い領域であると思われる SHRM 論について考察し、PM と SHRM
の共通点と相違点について整理する。最後に本論文の結論と理論的・実践的含意を提示し、今
後の研究課題について言及する。

２．人事考課制度（PA）に関する研究の系譜
　本節では、PA の学術的研究の系譜を簡単に整理したい。なぜなら、PA と PM の概念的な関
係性を明らかにするためには、まずは従来の PA の概念的特徴を洗い出すことが不可欠である
からである。
　アメリカにおける公式的な PA の実践は相当古くから行われたものではなく、その歴史は比
較的シンプルにまとめることが可能である。以下では、アメリカにおける PA 実践の方法の形
成にインパクトをもたらした出来事や、研究の系譜を概略的に示すこととしたい。ここで示さ
れる系譜はこれまでのアメリカにおける PA 実践に関する議論を整理するものであり、研究史
においていかなる論点に注目が集まっていたかを示すものである。5

　まず、1900 年代初頭にテイラーとその他の産業技術者が科学的管理法の原理を開発した。
そこでは、何よりもパフォーマンス水準の定義の重要性が強調された。この動きが、従業員パ
フォーマンスの評価の起源として幅広く認識されるにいたったのであるが、これをもって PA
の起源とすることはできない。
　第 1 次世界大戦中、Scott やその他の研究者が、軍隊の事務員の働きぶりの評価を行なった

（Scott, 1941）。これが人物比較法と呼ばれる評定技法であり、とりわけ人の能力的側面に注目
し、かつ心理学的な知見を援用した評価の仕組みであった。これが PA の起源として位置づけ
られるものである。これらの初期の研究による貢献により、政府や産業において PA の使用が
確固たるものとされはじめ、判断目的の評価を組織的に大々的に使用することに初めてつな
がったのである。
　第 1 次世界大戦に続いて、パフォーマンスを定義し測定するための多くの研究が、人員選考

5	 1920 年代からの初期 PA 研究の系譜に関しては Schinagl (1966) が参考になる。本論文の記述も同書に依
るところが大きい。
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方法を妥当なものにするために行なわれた（Bingham, 1926）。結果として、評価基準を設定す
ることを目的として、標準化されたパフォーマンス測定方法の開発にかなりの労力が注がれた
のである。Paterson (1922) は図式評定尺度を紹介し、この尺度は、純粋に定性的な判断を下す
よりも、むしろ特性や要因を定量的に評定するための統計的手法を提供した。しかしながら、
評価基準を定義することは客観性の担保という意味でも非常に困難であり、この問題は以降に
も PA をおびやかすことになった。
　1950 年代と 60 年代には、複数かつ混成的な基準の使用を伴うパフォーマンス基準の開発、
およびその拡大が継続した（Guion, 1961；Dunnette, 1963）。それはパフォーマンスの領域拡
大、および目標と判断目的パフォーマンス評価の結合を目指すものであった。そのようななか、
臨界事例法が Flanagan (1954) によって紹介された。この技法はパフォーマンス評価の焦点を、
全体的な特性や要因から職務行動へと移動させた。以後、ヨリ職務関連的な行動基準にもとづ
く評定尺度が開発され続けた。たとえば行動基準評定尺度が Smith & Kendall (1963) によって
開発され、それに続いて Borman (1979) の行動要約尺度や、Latham & Wexley (1994) の行動観
察尺度が開発された。これらの尺度は行動面でのパフォーマンスの定量化を意図したもので
あった。
　パフォーマンス基準の職務関連化は、1950 年代後半から 1960 年代の公民権運動に促された
ところも大きい。公民権運動は、マイノリティが住宅、教育そして雇用のような領域において
平等な機会を体系的に否定されてきたという事実を浮き彫りにし、差別問題への関心を社会全
体に惹起した。1964 年の公民権法とそれに続く立法は、これらの不平等を是正することを支
援するために可決され、雇用実務における差別を禁止した。PA は昇進や解雇のような雇用上
の決定に対する基盤としてしばしば役立ってきたが、これが職務関連的であることが要求され
るようになってきた。そしてその要求は、1968 年の EEOC の従業員選考手続きにかかるガイ
ドラインの公刊においても、再度繰り返されたのである。
　1960 年代と 1970 年代には、同僚や顧客のような人々のような、直属上司の代替的な評価源
泉に関して、かなりの数の研究がなされた（Lawler, 1967）。これは主に上司による評定に依存
することからの脱却を示すものである。1990 年代には従業員参加、自己管理作業チームそし
て顧客満足に対する関心の増加、あるいは評価源泉の研究のなかから、多面評価や360度フィー
ドバックが出現したのである。それは職場において非常に人気を得ることとなり、市民権を急
速に得たのである（Hedge et al., 2001）。
　1990 年代から 2000 年代にかけては、評価基準としてのコンピテンシーに注目が集まった。
多くの企業組織は、コンピテンシーベースの HRM システムをヨリ統合的な制度として採用す
るようになってきた 6。そして、本論文で扱う PM 概念は 1990 年代、とりわけ 2000 年代に普
及しはじめた。PM は PA の研究史のうえに形成された概念であるといってよい。
　以上の整理から理解できることは、PA 研究における主題は、何が評価されるかという評価
基準の問題と、誰が評価しどのように行なわれるかといった、組織のなかでの PA プロセスの
問題という、両方の内容を含んでいたことである。PA 研究の多くは産業組織心理学に由来す

6	 コンピテンシーによるパフォーマンス基準の特徴ならびに意義については、福井 (2009) を参照されたい。
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るものであり、そこでは従業員パフォーマンスの正確な測定が重要な研究トピックとして位置
づけられてきた。しかし、PA 研究において強調される論点はここ近年で変化してきた。たと
えば、評価プロセスに関する研究は相対的に減少傾向にあるが、その反面で最近では PA の社
会的あるいは動機付け的な側面もまた記述するようになってきており、PA 研究がカバーする
議論の範囲は拡大してきている。

３．パフォーマンス・マネジメント（PM）概念の整理
　上述のように、PA 研究は長い歴史を持っていることが確認できる。人を評価するための新
しい制度を表す PM 概念は、当然ながらその研究史のうえに把握されうるものであり、PA と
PMの関係性がよく吟味されてしかるべきである。PMとは2000年代以降のアメリカにおいて、
PA に代わる概念として普及しつつある概念である。しかし、PM 概念は PA 概念ほど明確な概
念規定がなされてきたわけはなく、PA と PM の関係についてさえ十分な議論がなされてきた
わけではない。本節では、議論の導入として概念規定上のPAとPMの共通点ならびに相違点を、
学説史的に整理していくことにしたい。
　PM とは組織マネジメントに関するアプローチのひとつで、従業員のパフォーマンス向上を
通じて、組織の長期的・継続的な成功を目的としたものである。Armstrong & Baron (1999) に
よれば、PM という言葉を現在の文脈ではじめて使ったのは、Beer & Ruh (1976) であるとさ
れる。同論文は PM と呼ばれたプロジェクトのもとに実施された、従業員に対する管理者の職
務ガイダンスと、パフォーマンスのフィードバックの積極的な取り組みによって従業員のパ
フォーマンス向上に成功したコーニング社のケーススタディである。そこでの PM の特徴は、
人材育成と評価制度の双方に重点を置くこと、組織目的の達成のために従業員に対して個別・
具体的な目標を設定し、管理者と従業員は目標達成に向けて協力すること、個人の強みと弱み
を特定して従業員個人の人材プロファイルを作成すると同時に、組織全体としての知識・スキ
ルを特定した人材マップを構築することである。
　アメリカにおいてはこのように PM 概念が 1970 年代に創出されていたわけであるが、当
初より「PA から PM へ」という文脈で新概念が出てきたわけではないことに注意せねばなら
ない。Beer et al. (1976) による後述の見解からも理解できるように、むしろ「目標管理制度

（Management by Objectives、以下 MBO と略）から PM へ」という文脈において発現した概念
である。1970 年代においてアメリカでは既に MBO が抱える内在的な問題点が指摘されはじ
めており（Levinson, 1960; Levinson, 1967）、それを超克する概念として PM に焦点が当たった
のである。Beer et al. (1976) に依拠し、MBO と PM の違いを整理すれば以下のようになる。
　MBO は定型化されたシステムであり、対象は管理者層である。個人の目標に焦点を当て、
定量的なパフォーマンス測定を重視する。年に 1、2 回の公式の評価によって評価を行なう。
目標設定は組織と個人のニーズのすり合わせを強調するが、実際にはトップダウンが多い。
　一方で PM のほうはというと、組織に応じたテイラーメイド・システムであり、対象はすべ
ての従業員であることが一般的である。組織全体のパフォーマンス目標を、部門・個人にブレ
イクダウンする。それをもとにマネジメントサイクルを回す。目標は定量的なほうが具体化・
明確化しやすくパフォーマンスに直結するので、数値化されることが期待される。ただし、結
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果のみならず行動も視野に入れた目標を設定する。つまり、目標については組織目標・部門目
標・個人目標の統合に焦点を当てており、さらに定量的なパフォーマンスと同様に定性的なパ
フォーマンスやプロセスも重視する。個人目標設定においては話し合いが重要視される。目
標設定も柔軟に行なうので、環境変動に伴って目標水準の期中変更もありうる。期末評価は
公開が原則で、上司と部下の間での話し合いを重視する。目標が期末に評価されるが、PM の
HRM 面での目的は判断目的と人材育成目的であり、両方の実現が期待される。上司部下間の
コミュニケーションが重視されるため、期中にも目標達成状況などについて話し合いが頻繁に
なされる。期末評価時の面談のみならず、日常的なフィードバックやコーチングをも重視する。
そして何よりも人材育成を重視するところにその特徴がある。
　しかしながら注意すべき点は、Beer et al. (1976) においては PM 概念が明確に規定されてい
るわけではなく、定義は存在していないことである。同論文では、コーニング社のパフォーマ
ンスを高める一連の施策、しかも MBO に代替する制度が PM なのであり、あくまでもパフォー
マンスを高めるための制度のひとつというほどの意味が与えられているのみである。考え方に
よっては MBO のマイナーなバージョンアップであるととらえることも可能であり、MBO の
運用を改善するだけでも PM になりうることが予想される。したがって、ここでは MBO と
PM に断絶性はなく、むしろ連続性が存在しているとみるべきであろう。これが PM の起源に
相当すると考えられている。人材育成の重視や、管理者によるパフォーマンス向上に対する支
援の重視など、現在の PM におけるいくつかの特徴の萌芽をここにみることができる。
　以上は MBO と PM の比較を行なったが、PA と PM はどのように違うのであろうか。この
点については、Beer et al.(1976) においては十分な議論がなされてきたとは言い難い。しかも、
ここでの PM の先駆的業績が本格的に発展されていくことはなく、PM 研究自体がいったん途
絶してしまった。その後隆盛を極めたのは PM 研究ではなく、PA 研究であった。PA 研究のな
かで PM という概念が用いられることは稀であり、PM 研究はいったん途絶したといえる。PA
と PM の関係性について問われることもなかった。
　PM という概念が再度注目を浴びるようになったのは近年、とりわけ 1990 年代後半以降で
ある。PM は PA と対峙する概念として扱われるようになり、PA と PM の違いがクローズアッ
プされはじめたのである。とりわけ 2000 年代以降になると HRM 論のアメリカにおける標準
的教科書においても、PM 概念が登場しはじめている。これらの教科書のいずれも、従来の
PA 概念に関する定義や説明は残存させながらも、それと並行して PM 概念の紹介を行なって
いる。ここでは、何冊かの教科書における PM の定義を挙げておく。
　たとえば、French (2007) においては PM を「組織目標に対して従業員が努力することを企
業が確証するために用いられるプロセス」（p.359）と定義している。Mathis & Jackson (2007)
は PM を「従業員のパフォーマンスを明らかにし、測定し、伝達し、開発し、報酬を与えるた
めに利用されるプロセス」（邦訳、125 頁）と定義している。Ivancevich (2010) は PM を「従
業員パフォーマンスを企業目標に結びつけるためのエグゼクティブ、管理者、そして監督者の
活動を進めるプロセス」（p.251）と定義している。Mondy (2010) は、PM を「従業員、チーム、
そして究極的には組織の生産性を最大化するために設けられる、組織的なプロセスを確証する
ために方向づけられる、目標志向的なプロセス」（p.238）と定義している。Dessler (2011) は
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PM を「個人とチームのパフォーマンスを確認、測定、開発し、彼らのパフォーマンスを組織
目標に結びつける継続的なプロセスである」(p.357) と定義している。これは後で詳細に取り
上げる Aguinis(2009) の定義に依拠したものである。Bernardin (2010) においては PM の定義は
与えられていない。ただし「Perfromance Management and Appraisal」という章が 1 つ設けられ
ており、その冒頭において PA と PM の関係を示す記述がある。すなわち、最も効果的な PM
システムでは人事考課（Appraisal）それ自身が目的なのではないという見方が、PA と企業財
務業績は連動するという考え方の中心にあるとしている。
　上記のように、教科書的な見解としては、PM と PA は異なる概念であることが理解できる。
さらに、PA に代替する概念として PM が提示されているというよりはむしろ、ヨリ大きなシ
ステムとしての PM の一部分、しかも重要なサブシステムとして、PA が位置づけられること
が示されることが一般的である。
　教科書分析に際して、あと 1 点だけ重要な点を付加的に指摘しておきたい。上記教科書に
おいては PM 概念が新しく提示されるようにはなったものの、いずれの図書においても PM を
扱う章においては、従来の PA に関連する記述がかなりのウェイトを占めることが確認できる
のである。換言すれば、PM の設計や運用のあり方に関する記述は相対的に少ないか、あるい
はわずかである場合さえある。このような事情から、各教科書において PM を扱う章のタイト
ルは「Performance Management and Appraisal」となっているのにもかかわらず、実質的には従
来の PA に関する説明で終始してしまっている感じがある。PM に関する記述がある場合でも、
そのコンセプトが PA の設計にまで貫徹されているか、結び付けられて議論されているかとい
えば、そうとは言い難い面がある。以上より、教科書レベルにおいては、PM 概念は未だ萌芽
期にあるといえるであろう。
　次に、教科書的理解を離れて本格的な学術的研究の動向を敷衍してみよう。実際のところ、
学術的研究の論考においてさえ、PA と PM の関係は未だに曖昧藻湖としているのが実情であ
る。通説的には「PA から PM へ」という論調で議論が進められることが多いが、両者の相違
はそれほど明白ではない。それどころか、今日に至ってもPA概念は相変わらず用いられており、
両者の関係が曖昧になり、それゆえに議論が混乱する一因となっている。PM 研究であるとし
ている論文のなかにも、PA 研究と呼べるものが存在し続けている。本論文では両概念の共通
点および相違点を洗い出す作業を進めたいので、以下では PM 研究の系譜を 1990 年代後半以
降からたどっておくことにしよう。
　本論文第 2 節の記述からも明らかなように、PA における評価技法の開発・実践は、主とし
て行動科学研究者によってなされてきたのである。PA の究極的な目的は、従業員をして継続
的にパフォーマンス改善せしめることであることは言うまでもない。しかしながら、この目的
の達成は、評価における除去しがたいバイアスの混入により停滞させられることもある。かつ、
PA は通常は四半期・半期・あるいは一年に一度だけ行なわれる。定期的に形式的な評価を行
なうのみでは、上記目的を達成することは困難であるかもしれない。
　そこで、評価を継続的な活動へと変化させていこうというのが PM の基本的発想であり、
PM の研究には概ねこの発想が共有されている。すなわち他の HRM 制度から切り離された活
動から、継続的かつ過程的な活動への移行である。さらにその移行により評価者の役割は、単
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なる人々の評価者であることから、加えて人々の育成者へと移行する。そこでは、PA が廃さ
れるのではなく、むしろ PA を中心として人材育成を充実させようとすることが強調されてお
り、この点こそが PM の特徴とされる。以下ではとりわけこの点、すなわち PA と職場におけ
る人材育成との連関に注目しつつ、PM の系譜をたどることとしよう。
　Campbell et al. (1996) は、サイクル的な年単位の PM は、有効に組織パフォーマンスを高め
ることを見出している。この研究は、ヒューイット社が行なったアメリカ企業 437 社の調査
結果による実証研究であり、年間を通じて継続的に実施される PM の一連の施策（評価→フィー
ドバック→結果の分析→目標設定）によって、組織全体のパフォーマンスを向上可能であるこ
とを実証した。そして Olivero et al. (1997) も、目標設定や協働的問題解決、実践、フィードバッ
ク、最終的な結果の評価を含むコーチングを受けた人々は、生産性を劇的に高めたことを見出
している。
　次いで Williams (1998) は PM のモデルには少なくとも 3 つの異なったモデルがあるとして
いる。第1は組織パフォーマンスを管理するためのシステムである。第2は従業員パフォーマ
ンスを管理するためのシステムである。第3は組織と従業員のパフォーマンスの管理を統合す
るためのシステムである。PA は、多かれ少なかれ、それらすべてのモデルにおいて重要な役
割を果たしている。ただし、PM は PA 以外にもあらゆるサブシステムを含んでおり、業績連
動給、アセスメントセンター・開発センター、職務分析やコンピテンシー、組織的コミュニケー
ション戦略などを含むものである。PM はそれらのサブシステムを統合したものと位置づけら
れる。
　Williams (1998) のいう第 3 のモデルに影響を受けたのか、PA と人材育成の連関を強調する
ような PM モデルがこれ以降に提示されるようになる。たとえば Armstrong & Baron (1999) は
PM の戦略的かつ統合的な本質を強調している。彼らの見解においては、組織のなかで個人お
よびチームの貢献者の能力を開発することによって、それによって働く人々のパフォーマンス
を改善することを通じて、組織の有効性を増大させることが強調される。彼らは PM を、将来
に焦点を当てるパフォーマンス・レビュー 7 を含む、継続的なプロセスとしてとらえているの
である。PM のプロセスにおけるパフォーマンスとは、結果のみならず従業員の努力をも明ら
かに含んでいる。良好なパフォーマンスを管理することや、異なる側面を含むパフォーマンス
をどのようにして測定するかという点が、有効な PM プロセスの設計においては不可欠である
とされた。
　DeNisi (2000) は PA を、対象となる従業員または集団のパフォーマンス水準を示すために用
いられ、組織がいくつかの評点を割り当てるためのシステムであると定義している。一方で
PM とは、組織有効性を改善するという究極的目的をもって、対象となる従業員または集団の
パフォーマンスを高めることを目的として組織によって行なわれる、範囲のある活動であると
定義している。
　また、以降の PM 研究においてしばしば引用される研究である Fletcher (2001) は、異なる視

7	「パフォーマンス・レビュー」は従業員を評価するための制度であり、従来の PA とほぼ同じ概念である
といってよい。ただし、PM にそれが含まれたときに、その役割は PA とはやや異なるものとなるであろう。
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点から下のように主張する。まず PA を、従業員をアセスメントし、彼らの能力を開発し、パ
フォーマンスを高めそして報酬を分配するために行なう活動であると定義している。そのうえ
で PA は、従業員を評価し、彼らの能力を開発し、パフォーマンスを高め、そして報酬を分配
するための制度として、PM の多様な活動における枢要な制度になったのである。この見解に
従えば、PA は PM の重要な一部分として位置づけられる。そして同氏は、一連の施策として（そ
して PM の形において）、PA は現在、HR 活動と経営政策を統合するためのより戦略的なアプ
ローチの部分と化しているとし、それはときには PM として知られる HRM 戦略を統合するよ
り幅広いアプローチの一部分となるとしている。
　Cedeblom & Pemerl (2002) は、公共セクターの都市エージェンシーにおけるコーチングに関
する研究であり、とりわけ PM 導入のケーススタディとして位置づけられる。同研究において
は「PA から PM へ」の移行が強調されており、そこでは PM 概念が以下のように捕捉されて
いる。PM は、個人、作業集団そしてエージェンシー全体のパフォーマンスに影響する組織の
すべての構成要素ないし活動をカバーするプロセスであるとしている。PM システムは PA の
みならず、戦略的計画、管理者の説明責任、賃金、昇進、訓練・開発といった他の構成要素を
も含むものである。そして、システムは組織パフォーマンスを向上させるために、これらの構
成要素を効果的に調整していくことが求められる。しかし、PA における種々の対立する目的
が、いくつかの問題や鬱憤をもたらす契機となっているという。たとえばフィードバックや開
発、賃金・昇進決定の双方に評価結果を用いることなどである。PA から PM への移行におい
てはとりわけ、エージェンシーはこれらの他の構成要素との関連で PA システムの有効性を評
価しなければならず、かつ幅広い視野から適切な評価目的を決定する必要があるとしている。
　以上のように、PA と処遇決定のみならず人材育成はヨリ緊密に結合され、さらに HRM シ
ステムにおいて有機的に統合されることが求められるようになり、それとともに管理者による
コーチングが重要となってきたのである。すなわち評価者の役割は、単に部下の仕事ぶりや能
力を評価する役割から、評価データをベースとするコーチングによって部下を育成しパフォー
マンス向上を支援する、コーチの役割へと移行してきたとしている。
　同時に評価のあり方も、定期的で 1 回性の色合いが濃かった制度上の実施形態から、系時的
で継続的なマネジメント施策へと変化してきている。PM の要諦は、従業員パフォーマンスの
向上を目的として、職務上のパフォーマンスについての評価データをフィードバックするとと
もに、データ解釈と目標設定のプロセスで、積極的にコーチングの技法を活用することである。
したがって、その中核をなす要素は、コーチングと評価情報のフィードバックであるといえる。
以下に、PM における評価結果フィードバックとコーチングの関連性を説く研究をいくつか紹
介しておきたい。
　Smither et al. (2003) は 1000 人を超えるフィールド研究である。この研究では、多面評価を
用いる組織において、エグゼクティブコーチとともに働いた人々が、他の管理者よりもヨリ具
体的な高い目標を設定することが見出されている。さらに、部下のパフォーマンスを改善する
ための方法に関連するフィードバックを、上司から多く得る傾向にあったことも実証されてい
る。
　Luthans & Peterson (2003) は、小規模製造企業におけるフィールド研究である。この研究で
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は、多面評価の有効性を改善する方法の一つの方法は、自己の気付きを高めることに焦点を当
てるコーチングと PM を結合させることであることが実証されている。フィードバックとコー
チングの結合は管理者と従業員の満足を改善することに帰結し、組織へのコミットメントを高
め、離職への意思を低減し、間接的に企業パフォーマンスを高めると結論づけている。端的に
いえばコーチングは、人間行動の変革を通じて相対的なパフォーマンス改善を生じせしめる強
力な触媒なのである。評価結果のフィードバックとコーチングの組み合わせは PM を機能させ
るための必要十分条件であり、これら 2 つを効果的に組み合わせた PM 施策によって自己認識
や従業員パフォーマンスを向上できるのである。繰り返しになるが、PA から PM への動きは、
管理者の役割を従業員のコーチングをも包含するものへと拡大することを必須としているので
ある。
　Heslin et al. (2005) の継続的フィールド研究において、管理者の暗黙のパーソナリティ観が、
彼らのコーチング行動を予測することを例証している。つまり、漸進的な信念をもつ管理者が
彼らの部下をヨリうまくコーチしたということである。漸進的な信念を採用するように訓練さ
れた、全体的信念をもつ管理者は、統制グループ下にある同僚よりもより高い質の改善提案を
提供していたことも発見された。暗黙のパーソナリティ観が、相対的に生得的に固定されてい
るというよりは、むしろ後天的に変動する可能性があることを示唆する結論である。
　以上のレビューより、PA と PM はどのように相違するであろうか。重要な相違点は、PA が
ともすれば他の HRM 制度から切り離された、従業員を評価する制度であったのに対し、PM
は PA をヨリいっそう人材育成やコーチングに結びつけるためのシステムであり、そのプロセ
スをうまく回すことによって組織全体の高いパフォーマンスの達成を目的とする制度であるこ
とといえよう。しかし、概念上はそのような見解で一致しているように見えても、PM 研究の
内実はこの方向と必ずしも一致しているわけではない。
　たとえば、現時点での PM 研究においてしばしば言及される Fletcher (2001) は、同論文のま
とめとして今後の PM 研究にかかるリサーチアジェンダを提示するが、それらは従来の PA に
関する研究の延長線上にあるものと考えてよい。そこで提示されている論点は PA の内容とプ
ロセスに関する議論であり、たとえば文脈的パフォーマンスによる評価基準の設計、目標志向、
自己意識、評価者と被評価者の相互作用、多面フィードバックのあり方、PA に影響を及ぼす
状況要因（文化や IT）といった議論が中心である。それらの議論は従業員パフォーマンスを
向上させることを意図する点で、PM と通ずるところがないわけではない。しかしながら、組
織パフォーマンスと従業員パフォーマンスの双方のマネジメントをいかに行なうかにまで踏み
込んだ議論がなされているわけではない。結局のところ、PA 技法の精緻化の一言で議論が集
約されてしまっている感がある。そうであれば、PM とは PA から連続的に発展してきたもの
であり、断絶的な意味の相違は存在しないことになる。Fletcher (2001) の論調に従えば、PM
とは PA のラベルの貼り替えか、あるいは新しい袋に古いものを詰めなおしたもの、と位置づ
けるしかないであろう。実はこの点は Fletcher (2001) のみならず、その他の論考に対してもし
ばしば該当するのである。
　もちろん従来の PA 研究を発展させていくことは PM 研究蓄積の上で不可欠な作業であるこ
とは疑いえない。しかしながら、そこでの議論において PA と PM の相違が明確にされておら
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ず、解釈の仕方によっては両者が同義語のように用いられている論考も多い。本論文は、PA
と PM を概念上明確に区分しなければならないという立場に立っている。今後は研究者もどち
らの概念を対象とするかを明確に示したうえで研究を進めるべきであり、そのほうが学術論文
の読者にとっても思考上の混乱が起こりにくくなると考えるためである。
　そこで本論文では PA と PM の相違点を明確にするために、PA と PM の概念を明確に区分
した論者による「PM のモデル」を入念に検討する作業を行なう。この作業を通じて PA と
PM の概念規定が明確にされるばかりか、PM における PA の位置づけも明確にされる。ひい
ては、PM が HRM システムのなかでどのように機能するのかを解明することにもつながる。
すなわち、PM の HRM 論的意義にかかる説得的論拠を、この作業を通じて示しうるのである。
　PM の異なるモデルはいくつかの文献において見出される。そのようなモデルは従業員パ
フォーマンスと組織パフォーマンスを管理するためのシステムとして、または両レベルのパ
フォーマンスの管理を統合することのためのシステムとして、開発されたモデルである。以下
ではこのようなモデルを便宜上、PM モデルと呼ぶことにする。次節では計 5 つの PM モデル
を検討ないし吟味したうえで、概念の整理を試みる。

４．各論者による PM モデルの特徴―PA と PM の関係に注目して―
4.1 Armstrong(2000) のモデル
　PM 概念については 2000 年代以降のアメリカで普及し始めたと先に述べたが、イギリス
においてはこれより以前より PM という概念が用いられていたことが明らかである（黒田、
1994）。しかし、イギリスにおける PM 概念も、単なる業績連動給的な制度を意味する概念から、
SHRM に近い概念へと変容しており、アメリカの PM と比較することは容易ではない。また、
両国の PM は相互に影響し合っており、たとえばアメリカの PM に関する文献はイギリスの文
献を参照しており、またその逆のパターンもある。アメリカの PM とイギリスの PM のどちら
が実務的に先行していたのかを断定するためにはさらなる研究が必要であり、ここではその解
答は保留しておきたい。ただし、今日的な意味での PM 概念が出現したのは米英両国でさほど
差はなく、概ね 2000 年前後に本格的に出現したのではないかと本論文では考えている。
　英米両国の PM に大きな影響を与えたと思われるイギリス発の先駆的業績として、ここでは
まず Armstrong (2000) の PM モデルを検討しておきたい。なぜなら、同氏のモデルが昨今普及
している PM 概念のプロトタイプに相当すると考えられ、かつ以降の PM に関連する図書のな
かでもしばしばその見解が引用されているからである。ここでは同氏のモデルのなかでも代表
的な Armstrong (2000) のモデルを用いる。ただし、同氏はこの他にも多数の PM に関する著
作を残していることもあり、そのなかでもしばしば専門書にて引用される Armstrong & Baron 
(1999) の記述も本論文では一部参照している。
　Armstrong (2000) によれば PM とは、個人やチームのパフォーマンスを改善することにかか
わるプロセスであるという。PM において鍵となる活動は「役割定義」「パフォーマンスにつ
いての同意または契約」「人材育成計画」「一年を通じてのパフォーマンス管理」「パフォーマ
ンス・レビュー」であり、それらが統合された 1 つのプロセスをなしている（図 1）。以下簡
略にそれぞれの概念について説明を加える。
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　「役割定義」とは、重要な結果の領域や、必要とされるコンピテンシーが同意される基盤と
して位置づけられ、経営戦略からの演繹的に設定される役割である。「パフォーマンスの同意
または契約」は、従業員に対する組織からの期待を定義するものである。そこにはたとえば、
個人が目標の形で何を達成しなければならないのか、どのようにパフォーマンスが測定され、
そしてコンピテンシーが必要とされる結果を生み出すために必要とされるか、といったことが
含まれている。これはパフォーマンス計画の段階として記述される。「人材育成計画」は、従
業員が知識や技能を拡大し、彼らのコンピテンシーのレベルを増大し、そして特定領域におけ
るパフォーマンスを改善するために彼ら自身を開発しようとする取り組みを意図する活動を計
画するものである。「一年を通じてのパフォーマンス管理」とは、個人が日々の仕事や学習計
画を遂行することにおける継続的活動である。たとえば、パフォーマンスについての同意や、
人材育成計画を実行するための活動に必要とされる、パフォーマンスにかかるフィードバック
の提供を含んでいる。また、非公式的になされる人材育成進捗状況のレビュー、目標の更新、
さらに必要とされればパフォーマンスに関するカウンセリングの実施などの、継続的なプロセ
スを含んでいるものである。「パフォーマンス・レビュー」は、従業員に対する公式的な評価
が実施される段階であり、一期間にわたるパフォーマンスの再検討が起こるときに行なわれる
ものである。この段階は、パフォーマンスの改定に対する同意と人材育成計画のための基礎と
して位置づけられ、従業員がどの程度の目標を達成したか、どれだけ育成効果が上がったか、
そしてどのような問題が生起したかを追究する段階である。なお、ここでいうパフォーマンス・
レビューとはすなわち、従来の PA を PM のなかで捉えなおした概念である。その本質は目標
の達成度を評価し他の HRM 諸制度に反映することにあるから、基本的に PA と同一の制度と
考えてよい。しかし、従来の PA に比して、他の HRM 制度との連関が強調されている点に特
徴がある。
　以上のようなプロセスからなる PM とは、パフォーマンス・レビューを中心として従業員の
パフォーマンスを向上し、チームや従業員個人の能力を開発することによって組織に持続的な
成功をもたらすような戦略的・統合的アプローチであるとされる。ここでいう「戦略的」とは、

図 1　Armstrong (2000) によるパフォーマンス・マネジメント・サイクル

役割定義

パフォーマンスの同意

人材育成計画ーュビレ・スンマーォフパ

パフォーマンスの管理

出所：Armstrong (2000), p.486, Figure.33-1を一部修正。
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ビジネス環境で効果的に機能すべくビジネスに直面するヨリ広い課題、および、ヨリ長期的な
目標を達成しようとする場合の方向性という意味である。「統合的」とは、次の 2 つのような
意味で使用されている。
　第 1 は、組織全体、チーム、個人の目標を連動する垂直的統合である。つまり、PM プロセ
スの設計のあり方は、上位の経営戦略によって規定されるというのである。このモデルにおい
て経営戦略という概念は必ずしも明示されてはいないが、役割定義は経営戦略からブレイクダ
ウンされたものでなければならないことが強調されている。また、PM では MBO と同様に期
待されるパフォーマンスの目標が設定され、それにもとづいた評価が期末に行なわれるが、そ
こでの目標も経営戦略からブレイクダウンされた目標でなければならないという。この点で
PM は経営戦略と「垂直的」に統合された全体プロセスなのであり、端的にいえばまさに「戦
略的」なプロセスなのである。
　第 2 は、HRM の様々な制度（特に組織開発と人材育成そして報酬制度）の水平的統合であ
る。PM は、パフォーマンス・レビューと賃金制度の連動を狙っている点にまず特徴がある。
期首に設定した目標の達成度を期末に実施されるパフォーマンス・レビューで評価を行ない、
その結果が昇給をはじめとする処遇の参考材料になるというものである。イギリスにおいては
個人業績連動給（IPRP）の普及率がホワイトカラーの職場のみならず、組織化されたブルー
カラーの職場においても高まりつつあることが指摘されるが（稲上、1990；木元、1998）、こ
れをヨリいっそう体系的に制度化しようとしていることがここでも確認される。さらに、同氏
の PM モデルでは人材育成をも促進させることが強調され、とりわけパフォーマンス・レビュー
の結果をもとに、次期にどのような人材育成を行なうのかについての面談を上司と部下で行な
い、人材育成に特化した目標を設定するというのである。これらのことから、PA を独立した
HRM 制度として捉えるのではなく、むしろ PA を PM の中心と位置づけ、他の HRM 諸制度
と有機的に連関を図るための制度と捉えられていることが理解できる。この点で PM とは「水
平的」にも統合された全体プロセスなのである。以上要するに、従来の PA が経営戦略や他の
HRM 制度との連関を実現できなかったことに対し、PM はヨリ戦略的かつ統合的アプローチ
をとることが理解できる。

4.2 Den Hartog, Bosselie & Paauwe(2004) のモデル
　Den Hartog et al. (2004) は、HRM 論に近い視座から PM 概念を検討する貴重な論考である。
彼らは既存の HRM 論の実証研究を批判的に検討しつつ、新しい PM モデルを提唱した。モデ
ルのプロセスは従業員の知覚や態度にかかる PM に含まれる、HRM 施策の統合された一連の
影響を提示している。そしてフロントライン管理者がこれらの施策の実行において重要な介入
的役割を果たすことも示している。従業員の知覚や態度が従業員のパフォーマンスに影響を与
え、ひいてはそれが組織パフォーマンスに影響するのである。そのモデルはまた逆方向の因果
関係や、いくつかの状況要因にも言及している。なお、彼らのモデルでは、経営戦略（企業戦
略、事業戦略、HRM 戦略）をそのモデルに組み込んでいない。その理由は 2 つであるとして
いる。第 1 は事業戦略と HRM 戦略の、あるいは HRM 戦略と各 HR 施策、あるいは HR 施策
のバンドルとの連関については、実証的な証拠がまだほとんど存在しないからである。第 2 に、
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PM モデルを可能な限り明快で節約的なものに保ちたいからである。また同じことではあるが、
組織パフォーマンスに結びつくまでの各概念がまだ洗練されていなかったためでもある。
　生産性や離職率といった近接的な結果（従業員パフォーマンス）と、財務的パフォーマンス
指標（組織パフォーマンス）のようなヨリ距離のある指標の間には、明確な区分が可能である
としている。そして彼らの研究目的から、個人レベルのみならず組織レベルのパフォーマンス
指標も PM プロセスのなかに取り入れている。他のモデルに比して、従業員の知覚、逆方向の
因果関係、直接監督者・管理者の役割がヨリ重視されるものとなっている。以下では彼らの
PM モデルの特徴について整理する。彼らのモデルは図 2 に示されるとおりである。
　このモデルの重要な仮定を要約すれば以下のようになる。まず、PM 実践は PA、フィードバッ
ク訓練、コーチング、情報共有といった種々のプロセスを含むものであり、それらは直接監督
者やフロントライン管理者によって促進され、実行される。したがってライン管理者の行動は
従業員の知覚または行動に介入することになり、PM 実践において媒介的な影響を及ぼすこと
になる。
　管理者によって実行される PM 上の HRM 実践は、まず従業員の知覚と評価に影響を及ぼす。
たとえば、もし、命令されているような操作的な形式ではなくて、情報共有が有益なものであ
ると解釈されるならば、それは意識や行動に対してポジティブに影響する機会をもつことにな
る。
　従業員行動は、結局は組織パフォーマンスに影響を及ぼしうる。組織パフォーマンスとは、
たとえば生産性のような指標で表される。コンテクスト上の要因は、従業員パフォーマンスが
組織レベルでの結果に持つインパクトを制約しうるのである。また、直線的な一方通行の因果
関係だけではなく、逆方向の因果関係が機能することもある。組織の成功、たとえば高利潤や
市場シェアの伸長などは、HR 実践に投資するトップマネジメントの効用を増大させ、従業員
のコミットメント、信頼感そしてモチベーションをも増大させる。
　組織的コンテクストの要因については、内的環境（たとえば資本集約度）と外的環境（当該
産業における組織化の度合い）、そして個人従業員の特性（たとえば年齢、ジェンダーそして
教育水準）や選好（たとえば好まれる職務のタイプ、自律性の程度など）が HR 実践と組織パ

図 2　Den Hartog et al . (2004) による PM のモデル

PMに関連する 直接監督者 従業員の 従業員の 組織の
HRM実践 フロントライン管理者 知覚・態度 行動・成果 パフォーマンス

コンテクスト要因（状況要因）
・組織的コンテクスト（内的環境と外的環境）
・個人従業員特性と選好

（出所）Den Hartog et al.(2004),p562, Figure2。
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フォーマンスについて、図 2 で示された因果関係を制約するかもしれない。
　なお、このモデルにおいては PA と PM がいかなる関係にあるのか、そして PM のなかで
PA がどのような役割を果たしているのかに関しては議論がなされていない。しかし、彼らの
論考のなかでは従業員パフォーマンスの測定が PM のなかで重要な役割を果たしており、測定
するための仕組みとしての PA についてさらなる研究が必要であるとしている。したがって、
モデルでは必ずしも明示されているわけではないが、彼らの論考において PA は「PM に関連
する HRM 実践」の一部分として包含されており、PM のサブシステムとして位置づけられて
いることが理解できる。

4.3 Murphy & DeNisi(2008) のモデル
　比較的最近のモデルとして注目されるのが、Murphy & DeNisi(2008) のモデルである。彼ら
が目論んでいたことは、他の論者が提唱する PM モデルを裏付けたり、あるいは逆に反証した
りすることではなく、いくぶん異なる目標をもつ PA/PM プロセスのモデルを描くことであっ
た。すなわち、彼らの目標は各々の論者がもつそれぞれのパースペクティブの議論を、同一の
俎上に乗せることを可能にするテンプレートを提供することにあった。彼らのモデルに特徴的
である点は、とりわけ PA や PM に影響する外部要因をフレームワークに取り込もうとしてい
る点である。
　彼らのモデルは 2 つのパートに分かれている。第 1 のパートは PA プロセスに焦点を当てる
ものである。このプロセスは、個人従業員（場合によってはチーム）に対するフィードバック
の一部分として位置づけられる評価をもって終了するとされる。この PA プロセスは PM プロ
セスの一部分として位置づけられる。一方、第 2 のパートは PM プロセスを扱うものであり、
これは PA プロセスにおいて提供されるフィードバックから開始されるものである。PM プロ
セスは従業員パフォーマンスと組織パフォーマンスの双方の水準を改善することを目的とする
ものである。これらの 2 つのプロセスには種々の外部要因が影響を与えており、PM 全体とし
てこれらの要因にいかに対処していくかが重要な課題として挙げられている。まず、第1のパー
トである PA プロセスについて検討する。
　PA プロセスは図 3 のとおりである。PA プロセスにおいて影響を及ぼす要因を、このモデル
では遠位的要因、近接的要因、介入的要因、判断と評定の不一致、判断上の要因、歪曲をもた
らす要因という6つの要因を挙げている。これらの要因について逐一詳細に説明をすることは
できないが、簡略化して説明しておく。
　「遠位的要因」とは国または地域のレベルで作動する要因を指している。この要因は企業組
織外部に存在する傾向にあるため PA プロセスからは離れており、かつ組織内のいかなる成員
もそれらを主体的に操作することはできない。しかしその一面で、PA プロセス全体に対して
大きな影響を及ぼす要因である。「遠位的要因」としてはたとえば、規範、経営戦略と企業パ
フォーマンス、法制度、技術、といったものが挙げられる。
　次に「近接的要因」とはヨリ一層ローカルなレベルで存在し、PA プロセスに対して大きな
影響を及ぼす要因を指すという。これらの要因はとりわけ組織や部門のレベルに存在し、プロ
セスの制約要因として働きやすいものではあるが、一面で管理可能な要因であるともいえる。
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「近接的要因」としてはたとえば、評価の目的（処遇決定目的か人材育成目的かなど）、組織規
範、評価システムの従業員による受容度などを挙げることができる。
　次に「介入的要因」とは「遠位的要因」と「近接的要因」の効果の結果として現れるものであり、
それらは媒介変数として位置づけられうる要因である。すなわち、彼らの挙げる「遠位的要因」
と「近接的要因」は、この「介入的要因」を通じて PM プロセスに対して影響を及ぼすのである。

図 3　Murphy & DeNisi（2008）による PA プロセスのモデル

図 4　Murphy & DeNisi（2008）による PM プロセスのモデル

遠位的要因
・規範（産業・国家・文化によるもの） 近接的要因

的目価評・スンマーォフパ業企と略戦・
範規織組・度制法・

容受のムテスシ価評・術技・

介入的要因
・評価頻度
・評価源泉
・考課者と被考課者間の関係

判断上の要因 ・考課者のモチベーション
的目・法用の価評の上覚知・会機の察観・

・基準の利用可能性
・パフォーマンスの再起 判断
・時間的重圧

歪曲をもたらす要因
・評価結果
・報酬体系

（出所）Murphy & DeNisi (2008), p82, Figure 6.1。

パフォーマンス評定とフィードバック

期待されるパフォーマンス水準
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観察された（評定された）パフォーマンス水準

パフォーマンスの PM介入
フィードバック

目標（ゴール）

企業目標

（出所）Murphy & DeNisi (2008), p91, Figure 6.2。
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「介入的要因」としては、評価頻度、評価源泉、評価者と被評価者間の関係、評価者のモチベー
ション、知覚上の評価目的といった項目が挙げられている。
　その他の要因としては、判断と評定の不一致（「評価者が頭のなかで出した考課結果」と「実
際に下した考課結果の違い」）、判断上の要因（評価者が被評価者のパフォーマンスを観察する
際の情報処理上の制約要因）、そして歪曲をもたらす要因（組織の報酬体系や評価結果）といっ
たが挙げられている。
　図 3 に示されている PA モデルの結果は、評価される従業員に共有される公式的な評定であ
る。ここでの評価はしばしばタスク、特性または行動といった、全体的パフォーマンスに関連
する項目の評定に加えて、全体的パフォーマンスそのものの評定を含んでいる。この評価は
PA プロセスの終了であると考慮されるが、しかし同時に PM プロセスの開始でもある。PM
プロセスの期待される結果は、評価される従業員のパフォーマンス改善であり、そして究極的
には組織パフォーマンスの改善である。この点がこのモデルの第2パートに当たる PM プロセ
スの焦点になる。PMモデルは図4に示される。このモデルは従業員に対して与えられるフィー
ドバックで開始する。このフィードバックは、一般的にはある領域において観察されたパフォー
マンス水準と、期待されるパフォーマンス水準の間に幾ばくかの不一致があることを示してい
る。この期待されるパフォーマンス水準は、確立されたパフォーマンス水準、または早い時期
での目標設定の結果と考えられるが、期待される目標に従業員が近づいたかどうかが重要な指
標として位置づけられる。図4では、さまざまな PM 介入が、従業員の能力改善またはモチベー
ション改善、ないし双方の改善に影響を及ぼすように設計されている。
　このプロセスは従業員によるフィードバック受容に始まり、期待されるパフォーマンス水準
により近い方向へのパフォーマンス改善という形で帰結している。たとえ、従業員が現在彼ら
の目標を満足しているとしても、目標の上積みやヨリ一層熱心に働くことの必要性がフィード
バックにより訴求されるかもしれない。いくつかのケースでは、従業員に期待されるパフォー
マンス水準が目標により決定されるはずである。しかしながら、それらの目標はヨリ大きなレ
ベルである企業（組織）目標もまた反映しているはずであり、または少なくとも組織における
次に最も高いレベル（部門）の目標をも反映しているはずである。もし目標設定とフィードバッ
クが適切になされるならば、それから時間が経つにつれて、従業員は次第に期待されるパフォー
マンス水準に近くなっていき、期待されるパフォーマンスと観察されるそれとの差異がヨリ小
さくなっていくのである。この進歩は続いて起こるさらなるフィードバックによって示される。
従業員目標が達成されるとき、企業（組織）レベルでの目標もまた達成されるはずである。理
論上は、従業員目標と組織目標の正しい連動こそが、組織パフォーマンスの改善に導くことを
可能にする要因なのである。このプロセスはすべての目標が達成するまで続くのである。目標
が達成されれば、次期のサイクルは、新しくかつヨリ困難な個人目標をもって開始されるので
ある。当然ながら、個人目標はヨリ困難な組織目標を反映したものであり、その目標達成がヨ
リ高い企業パフォーマンスにつながるものである。
　以上のように PM プロセスの鍵概念のひとつは「目標」であることが理解できる。しかし、
それのみが重要であるわけではないと彼らはいう。行動改善を促進し、モチベーションを向上
させるための報酬システム（賃金制度）や、基礎的な能力ないし技能を欠いた従業員に対する
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人材育成機会の提供なども視野に入れなければならないとする。すなわち、PA を基軸とした
処遇決定と人材育成の両立が強調されているのである。

4.4 Aguinis(2009) のモデル
　Aguinis (2009) は PM についてヨリ実践的なモデルを提唱しており、モデルは図 5 に示され
るものである。同氏によれば、PM は継続的なプロセスであり、決して終わることはないとい
う。一度組織において確立されると、それは組織文化の一部分になる。PM プロセスは 6 つの
緊密に関連する構成要素を含んでいる。（1）前提条件、（2）パフォーマンス計画、（3）パフォー
マンス実行、（4）パフォーマンス・アセスメント、（5）パフォーマンス・レビュー、（6）パフォー
マンス刷新と再構成、以上の 6 つである。
　PM プロセスの 6 構成要素それぞれが重要な役割を担っている。これらの構成要素のうちの
いくつが十分に実行されないならば、それから全体の PM システムは苦しむことになろう。た
とえば、組織ミッションや戦略目標そして職務についての知識が十分でなければ、パフォーマ
ンス計画を組織目標と結びつけることが困難となる。それはひいてはパフォーマンス実行がう
まくいかないことに帰結するであろう。端的にいえば、PM システムはそのなかの最も弱い構
成要素がボトルネックになるのである。
　なお、PM の設計にあたっては職務分析が前提条件になるとしており、アメリカの職務主義
的色合いがここに現れている。職務分析は面接、観察、質問票を用いることによって実施され
る。いったんタスクのリストがまとめられるとすべての現職者が、情報を再検討する機会を持
つべきであり、それぞれの頻度と重要性の観点からタスクを評価するべきとしている。
　上記 6 つそれぞれの構成要素の連関は、明快に確立される必要がある。たとえば、PM 計画
はパフォーマンス実行に緊密に関連づけられる必要がある。パフォーマンス計画はもし実行が
それに続かないとすれば意味がなくなってしまう。同じことが、図 5 に示されるような各構成
要素間のすべての因果関係に当てはまるのである。
　第 1 の構成要素は 2 つの前提条件である。第 1 に、組織ミッションと戦略目標に関する十

図 5　Aguinis（2009）による PM プロセスのモデル

（出所）Aguinis (2009), p.31, Figure 2.1。
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分な知識の必要性である。この知識はある部門のミッションと戦略目標に関わる知識と結びつ
いて、部門や組織全体に積極的なインパクトをもちうる貢献を、従業員がなすことを可能にす
るのである。第 2 に、職務に関連する十分な知識である。職務分析は特定の職務の重要な構成
要素の決定を考慮に入れる。すなわち職務では何がなされるべきであり、どのようになされる
べきなのか、そしてどのような知識・技能・能力が必要とされるのかという点である。もし十
分な情報を職務に関して持っていれば、その時職務上の成功に対する基準を確立することは容
易になる。
　第 2 の構成要素はパフォーマンス計画である。パフォーマンス計画においては、結果や行動
に関しての考慮がなされるが、同時に人材育成上の計画も含むものである。期待される結果に
関するディスカッションは、重要な説明責任（従業員が責任を負っている領域の範囲）、重要
な説明責任に対する具体化された目標（達成さるべき目標）、そしてパフォーマンス基準（ど
れくらいがパフォーマンスの水準として受容可能か否かを示すもの）を含む必要がある。行動
に関するディスカッションは、コンピテンシーに関する議論を含む必要がある。最後に、人材
育成上の計画は、さらなる改善を必要とする領域と、各領域において達成さるべき目標の記述
を含む必要がある。
　第3の構成要素はパフォーマンス実行である。従業員と管理者の両方がパフォーマンス実行
に責任を負っている。たとえば従業員は目標達成にコミットする必要があり、彼らの上司から
フィードバックを得ることにおいて能動的な役割を果たすべきである。悩ましいことは、上司
部下間でオープンかつ規則的なコミュニケーションを行なうことがしばしば困難である点であ
る。従業員は規則的で現実的な自己評価を行なうことにより、パフォーマンス・レビューを準
備することに大きな責任を持っており、上司もまたそれに対して重大な責任を担っている。こ
の構成要素には、パフォーマンスを観察し記録すること、組織目標をあらゆる変化に対してアッ
プデートしていくこと、資源を供給することも含んでいる。そうすることにより従業員は成功
しモチベーションを持続させることができる。
　第 4 の構成要素はパフォーマンス・アセスメントであり、これは PA に相当する。従業員と
上司の双方が従業員パフォーマンスを評価しなければならない。プロセスにおける従業員の参
加は、システムへの所有感やコミットメントを高める。さらに、パフォーマンス・レビュー中
に議論される重要な情報を、参加そのものが提供する。自己評価が欠如している状態では、従
業員が彼らに何を期待されているかを本当に理解しているかどうかについて、上司は明確に認
識することが往々にしてできないのである。
　第 5 の構成要素は、従業員と管理者が従業員パフォーマンスについて討論するために会合す
るパフォーマンス・レビューを含んでいる。この会合は一般に評価会議とよばれるものであり、
もっぱら過去を強調するものである。つまり従業員が何をどのようになしたかという点を強調
する。しかし、有効な評価会議は現在および将来にも焦点をも当てるものである。現在を確認
する評価会議は、評価結果に応じた報酬における変化などについての話合いである。将来に向
かっての評価会議は、従業員が次期に達成することを期待される目標や、人材育成計画に関す
る議論を含んでいる。
　最後はパフォーマンス刷新と再構成である。この構成要素はパフォーマンス計画段階と区別



80 福　井　直　人

されるが、この構成要素では、必要な調整をするためにレビュー期間中に集められた情報が用
いられる。たとえば、いくつかの新たなる重要な説明責任や、コンピテンシーが含まれてくる
かもしれない。逆に、いくつかの目標を上方または下方に修正する必要が出てくるかもしれな
い。

4.5 Cardy & Leonard(2011) のモデル
　Cardy & Leonard (2011) では、PM とは個人ならびに組織の有効性に対して重要で必要な構
成要素であると定義している。彼らのモデルにおいても経営戦略やコアとなるバリューを、
PMの出発点としておくことを強調している。彼らのPMモデルは図6のとおりである。ただし、
彼らの策定する各ステップは人為的に構成された概念であるため、実際には明確なステップに
は分解できず、それぞれがシームレスであるという。
　同モデルはパフォーマンスから始まる。ということは、ある時点において従業員が職場にお
いて重要であるとみなされる行動を実現したり、パフォーマンスを達成したりするのである。
すべての行動や結果が、一般に職場の個人の職務に関連しているわけではない。そうであると
すれば、職場におけるパフォーマンスを構成しているものは何たるかを決定することが重要な
のである。従業員の観点からすれば、何がパフォーマンスを構成するかを正確に決定すること
は、何がなされるべきなのかを方向付け明確化するための重要な努力である。マネジメントの
観点からすれば、パフォーマンスの定義は、インセンティブ・プログラムや、他の状況要因の
基礎となる基準を設定するうえで必要とされる。このモデルでは、パフォーマンスを定義する
際に、行動と結果の両面からのアプローチを考慮するとしている。
　次のステップは診断である。有効な PM は、観察されたパフォーマンスのパターンが注意深

図 6　Cardy & Leonard（2011）による PM プロセスのモデル
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（出所）Cardy & Leonard (2011), p.5, Figure 1.1。
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く診断されることを必要としている。これはちょうど医師による疾病の診断に相当するもので
あり、管理者はパフォーマンスの原因の可能性を探らなければならない。もちろん、診断のス
テップにおける、ある必要な部分は観察である。適切な観察は、診断がなされる前に必要とさ
れる。有効な管理者は、パフォーマンスに関する問題の原因について結論に先走ってしまうこ
とが、致命的な管理上の瑕疵につながり得ることを認識している。また部下のほうも、パフォー
マンスに関する不適切な結論に対して、不当に自身を非難したり、あるいはその他の要因に帰
属させたりするなどの防衛行動をとる可能性もある。
　その次のステップは、観察されたパフォーマンスの価値を判断することであり、これは PM
プロセスのなかでも確実に重要であり、かつ目に見えやすい部分である。このステップは PA
に相当する。もし評価がうまく行なわれず不公正であると認知されたならば、それは従業員の
間に不信感をもたらし、苦情の増加、さらには怠業、サボり、暴力といった行動へともつながっ
てしまいかねない。評価は、観察されたパフォーマンスがいかに良好であったか悪かったかを
判断することを含んでいる。公平で有効な評価は診断のステップが考慮に入れられることを求
める。パフォーマンスを促進または抑制する要因は何か、行動や結果は従業員の努力や能力に
よって高められるのか、それとも他の状況のためなのか。評価を公正にしていくために、これ
らの要因が考慮に入れられる必要がある。パフォーマンス判断への意識的なプロセスを熟慮す
ることこそが、判断を記録するために用いる評定尺度のタイプよりも、ヨリいっそう重要なも
のなのである。
　従業員に対して評価を伝達することは重要である。何が伝えられるかよりもどのように伝え
られるかが重要であり、フィードバックがもし十分に行なわれないならば、結果は受容者の側
で防衛行動になりうるし、パフォーマンス面での改善も起こらないであろう。
　その次のステップはフィードバックを扱うことである。従業員はフィードバックに意味づけ
をすることが必要であり、生起するかもしれない感情的反応を扱うことが必要であり、かつ彼
らに対するメッセージが何であるかを解釈する必要がある。とりわけ多面評価や360度フィー
ドバックのように、フィードバックが多面的な源泉からやってきた場合、評価のパターンは解
釈上の問題を起こし得る。というのは、異なる評価源泉が、しばしば判断上の結果を拡散しう
るからである。さらに、フィードバックは怒りや防衛行動のような驚きをもたらすかもしれな
い。評価者は、フィードバックに対して起こり得る感情的行動やフィードバックのパターンを
解釈するために、必要なスキルを開発する必要がある。
　フィードバックが提供されるとしても、従業員のパフォーマンス不足を示す情報は、パフォー
マンスを改善することに対してどうすればよいかを必ずしも具体的に示すものではない。パ
フォーマンス水準を改善するためには、従業員に適切なアクションを起こさせなければならな
いし、従業員自身も起こさねばならない。
　以上が PM のモデルに関する概要である。彼らが言うように、このモデルは PM プロセスに
対する秩序だった連続的なアプローチを提供しているが、実際のところは明確なステップにプ
ロセスを分割することは人為的作業なのである。もしプロセスがうまく回れば、PM プロセス
は分割されたステップをなすというよりはむしろ、シームレスな流れになるであろう。また、
実際の PM においてはここで重要であると説明されたステップのいくつかを一旦横にやった
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り、あるいは省略したりすることもあるであろう。さらに実践的には、PM モデルは下記のよ
うな直線的なモデルではなく、サイクル型のモデルをなしていると彼らはいう。そのサイクル
は異なった従業員が異なるステップをもちうるものであり、かつ公式的なプロセスもあれば非
公式的なプロセスも並行的に発生しうるとしている。

4.6 各モデルから導かれる「PA と PM の関係」について
　以上 5 つのモデルを検討してきたが、この作業から PA と PM の関係を明確にしておきたい。
これまでの議論で既に明らかではあるが、以上のモデルにおいては PA と PM は完全に異なる
概念として規定されている。両者の関係を端的にいえば、PM という全体システムのなかに、
PA というひとつのサブシステムが包含されているといってよい。PA とは従業員のパフォーマ
ンスを評価する制度であり、この点は従来とは変化していない。ただし異なるところは、PA
が PM に有機的に組み込まれ、同時に PA はその機能を拡充する点である。従来の PA のよう
に年に 1、2 回の切り離された評価活動として位置づけるのではなく、全体としての PM に有
機的に統合させることが強調される。PM においては PA が中心に位置づけられるが、PA は処
遇決定目的にのみ用いられるのではない。人材育成までにも PA の機能を拡充すべきとされ、
PA の役割は従来にも比して大きくなっていることが確認される。さらに PM における PA は、
従来の PA とは異なり、経営戦略に適合的であることが強く要請される。たとえば、経営戦略
から演繹された役割行動をその評価基準のなかに含める方向に向かうことが考えられる。PM
を通じて組織のパフォーマンスを高めていくためには、何よりも PA を通じた従業員の正確な
評価と適切なフィードバックが不可欠であることも確かである。つまり、PA から PM へと制
度が変容するのではなく、PM という全体システムのなかに PA というサブシステムが包摂さ
れることになるのである。
　一方で PM とは、PA によって従業員の職務行動やパフォーマンスを評価し、賃金や昇進と
いった処遇を決定し、かつ行動変革をもたらす人材育成やコーチングを促進し、従業員パフォー
マンスひいては組織パフォーマンスをも高めようとするプロセスを意味している。PM は従業
員パフォーマンスを測定し調整することを目的とする単一の施策のリスト以上のものを指し示
している。むしろ、それは管理者が従業員とともに目標を設定し結果を測定・レビューし、パ
フォーマンスを報償し、従業員を育成するという、統合されたプロセスであると捉えられる。
PM はある特定の期間にのみ行なわれるのではなく、あくまでもパフォーマンスを高めていく
ための継続的プロセスであることも強調される。さらに PM プロセスは経営戦略に適合的に設
計されなければならない。PM は従業員のパフォーマンス改善のために行なわれるものであり、
究極的には組織の成功に積極的に影響を及ぼすという目的をもって行なわれるものである。
　PA と PM が別概念でありそれぞれに存在意義があることから、PM 研究が PA 研究に代替す
ることはないことは、もはや自明であろう。現時点で蓄積が不十分な PM 研究は今後さらなる
発展が期待される。一方で、評価技法に関する研究をはじめとする PA 研究も継続されなけれ
ばならない。何を評価すべきか、どのように評価すべきかといった論点は引き続き重要である。
組織が仕事目標を設定し、パフォーマンス水準を設定し、評価する活動の重要性も当然ながら
強調されるべきである。また、フィードバックをどのように提供し、従業員がそれをどのよう
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に解釈するかという論点も、引き続き重要である。ただし、それらのテーマに関する研究は、
PM というヨリ広いコンテクストのなかで今後展開されていくべきであろう。またそこで得ら
れた PA に関する知見をベースとして、全体システムとしての PM を対象とする研究もなされ
なくてはならないといえる。PA 研究と PM 研究のシナジー効果が期待されるところである。
　以上をまとめよう。PM とはすなわち、PA を基軸としてその他の HRM 制度を統合（水平
的統合）したプロセスを指す。さらに、PM ないしそのサブシステムである PA は、上位の経
営戦略によってそのあり方を規定されることになる。つまりそれらは経営戦略とも有機的に統
合（垂直的統合）されなければならないのである。
　本節の議論より、第 1 の研究課題、すなわち PM 概念の整理が終了したことになる。PA は
PM の枢要なサブシステムとして位置づけられることが、種々のモデルを分析することから明
らかにされた。一方で全体システムとしての PM は、PA によって従業員の職務行動やパフォー
マンスを評価し、賃金や昇進といった処遇を決定し、かつ行動変革をもたらす人材育成やコー
チングを促進し、従業員パフォーマンスひいては組織パフォーマンスをも高めようとする継続
的プロセスを意味するのである。　

５．PM と SHRM の関係について
5.1　SHRM 概念に関する検討
　以上において、本論文の第 1 の研究課題である PM 概念の整理を一応終了したことにな
る。これまでの議論で PA と PM が異なる概念であることを示してきたが、新しい PM 概念を
HRM に取り入れることは、HRM システム全体に対してどのような変容をもたらしうるので
あろうか。ヨリ端的にいえば、PM の HRM 論的意義とはどのようなものであろうか。本論文
の第 2 の研究課題としてこの論点に踏み込んでいきたい。
　経営戦略にもとづいて、PA や人材育成などの HRM 制度を統合させるという、各 PM モデ
ルにおける基本的発想は、昨今の HRM 論におけるホットイシューである SHRM を想起させ
るものである。それどころか、PM は SHRM そのものであるといっても差支えないほどである。
では PMは SHRMとまったく同義なのであろうか。結論を先取りすれば、両者は別概念である。
ただし、両者は相互補完的な概念でもある。まずは論点を整理する意味で、SHRM 概念につ
いて若干の検討を行なっておきたい。
　SHRM とは 1980 年代から HRM 研究において注目されるようになったアプローチである。
SHRM の特徴は 1980 年代以降の、経営学における経営戦略論への関心の高まりを受けて、
HRM の設計・実行に関し、視点を加えたことである。Wright & McMahan (1992) は、SHRM
の特徴は「HRM の個々の施策ではなく、HRM を構成する諸施策の集合体として HRM をと
らえ、その集合的施策としての HRM が組織パフォーマンスに与える効果に着目したこと」で
あると述べている。この指摘は、それまで HRM 研究の主たる関心が、採用、昇給、昇進など
の個々の施策の効率的な運用にあったことを示すものであるといえよう。
　SHRM では HRM を戦略的経営の一部分として位置づけるという考え方から、HRM の効果
を、戦略目標の達成への貢献、すなわち組織パフォーマンスへの貢献度によって測定すること
が多い。さらに、HRM を構成する個々の施策の効率性を考えるのではなく、「戦略目標を達
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成するためには、諸施策の集合体としての HRM は、どのようなものであるべきか」を証明し
ようとするところがSHRM論の特徴であるといえよう。この点でSHRMはPMと類似点をもっ
ている。しかし、後に示すようにそれらの間には相違点もある。
　SHRM にはいくつかの研究潮流があり、これらのアプローチを検討すると、PM と SHRM
の共通点と相違点が浮かび上がってくる。ここでは岩出(2002)に依拠し、SHRM研究のアプロー
チを整理する。岩出 (2002) は、以下の 3 つの代表的アプローチに分類することが可能である
としている。
　第 1 はベストプラクティス・アプローチである。経営戦略や組織構造などの違いを問わず、
あらゆる状況に普遍的に有効な唯一最善の HRM が存在するという考え方である。このアプ
ローチでは、従業員に対する企業組織からのコントロールを中心とした旧来型の HRM システ
ムよりも、従業員の意欲や自発的行動を促すハイコミットメントあるいはハイインボルブメン
ト型管理のほうが高い組織パフォーマンスにつながるといわれている。このアプローチとして
は Beer et al. (1984)、Walton (1985)、	Pfeffer (1994) などを挙げることができる。
　第 2 はコンティンジェンシー・アプローチである。これは、採用する戦略によって最適
な HRM のあり方は異なるという、戦略と HRM の「外的整合性」の重要性を主張するアプ
ローチである（McMahan et al., 1999）。このアプローチを用いた主な研究は、戦略と HRM
をそれぞれのいくつかのタイプに分け、両者の最適な組み合わせのパターンを仮説として設
定し、その検定を行なっている。コンティンジェンシー・アプローチのもう 1 つの特徴は
Chandler(1967) が示した「組織は戦略に従う」という命題に基づき、HRM を戦略の形成プロ
セスには関与せず、戦略遂行課程において戦略目的を達成するための手段として位置づけてい
ることである（Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988）。
　第 3 はコンフィギュレーション・アプローチである。これは、組織パフォーマンスを向上
させるためには外的整合性のみならず内的整合性を実現することが必要であるとする立場であ
る。内的整合性とは、HRM の個々の施策が統合されたバンドルとして整合性をもっているこ
とを意味する。HRM 施策間のシナジー効果を発揮することが、組織パフォーマンスに結びつ
くというのである。内的整合性の実証を試みた代表的研究としては生産管理論者の MacDuffie
　(1995) の研究を挙げることができ、以降の SHRM 研究に対しても大きな影響を及ぼしてい
る。

5.2　SHRM と PM の共通点・相違点
　とりわけ、最近の SHRM 研究は HRM が組織パフォーマンスをどれだけもたらすかという、
因果関係を実証しようとしている。すなわち、経営戦略に適合的な HRM 制度の設計を行なう
ことが組織パフォーマンスの向上につながるということである。経営戦略に適合的な HRM 制
度を設計せよという主張は PM にも見られるものであり、この点が SHRM と PM の第 1 の共
通点である。
　さらに先述のとおり、SHRM は HRM 諸制度を統合することを意図しており、それによって
組織パフォーマンスを最大化させるという最終目的をもっている。この考え方は上記の3つの
アプローチのいずれにも共通している点であるが、とりわけ第 3 のアプローチであるコンフィ
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ギュレーション・アプローチに顕著に見られる。PM の議論の出発点としても、組織有効性を
改善するために、組織パフォーマンスや従業員パフォーマンスを活動的に測定・管理すること
は、組織の発展と存続にとって重大であることが強調される。そこでは、現在の従業員パフォー
マンスを最大化するだけでなく、将来の従業員パフォーマンスをも最大化することも視野に入
れて、HRM施策を統合することの重要性が説かれる。その統合が図られたときに、組織パフォー
マンスが向上することが期待されているのである。ほぼ同じ内容の議論が SHRM の文献にお
いてみられ、これが PM と SHRM の第 2 の共通点である。
　しかし、他方では以下のような重要な相違点も有している。第 1 に、SHRM が経営戦略と
パフォーマンスというマクロ的視点を重視するのに対し、PM が現場による PA とコーチング
というミクロ的視点を重視している点である。SHRM は上記のような経営戦略と HRM そし
て組織パフォーマンスという因果関係を重視するあまり、実のところ現場の従業員を軽視する
傾向にあることが指摘されている。いみじくも守島 (2010) は次のようにいう。人材マネジメ
ント論について、労務・人事管理論から HRM さらには SHRM への変遷する過程で、人事施
策と経営戦略・事業戦略との外的整合性を問うという意味で研究対象が上方に移動したために、
人材マネジメント研究が現場や職場から引き離されてしまったという。さらに、人と人とが意
識と感情をもって相互作用する職場のなかで、人材のマネジメントが行なわれるという視点が
欠落してしまったことに警鐘を鳴らす。これは、従来においては「人事制度・施策→人間行動・
人材価値」という因果関係を証明する際に行動科学に依拠することで理論性を担保してきた枠
組みが、「戦略→人事制度・施策」という因果関係がさらに上方に追加されることで、もはや
行動科学に依拠しえなくなってしまったことを意味するとしている。その際に、再び理論を模
索することになってしまったということである。さらには人を対象とする人材マネジメント論
の進化に伴い、逆説的ではあるが人への関心が次第に薄れていったことが指摘されている。守
島 (2010) の指摘は、SHRM の理論上の陥穽を鋭く突くと同時に、SHRM がともすればマクロ
的視点に傾斜しがちであることを批判するものである。
　これに対し PM は、SHRM に比較すれば現場の管理者および従業員の役割を強調している。
その一面で、PM では戦略との外的整合性を強調しながらも、いかなる戦略に対していかなる
PM を設計すべきかといった議論が少ないのが現状であり、経営戦略の内実に関して踏み込ん
だ議論がなされてこなかった点に特徴がある。もちろんここでいう SHRM と PM における強
調点の違いは相対的なものであり、SHRM がまったく従業員の存在を無視しているかといえ
ばそうではなかろう。また同様に、PM が経営戦略などのマクロ的要因を軽視しているかとい
えばそうではない。両者がそれぞれ生成してきたディシプリンが異なるがゆえに見方が異なる
のは当然であり、その相違がこの強調点の差に表れているという見方が妥当であろう。
　第 2 に、SHRM は従業員パフォーマンスが部門パフォーマンス・組織パフォーマンスに
結びつくはずであるという直線的な因果関係を前提としているのに対して、PM は従業員パ
フォーマンスを集団パフォーマンスおよび組織パフォーマンスに結びつける管理こそが重要で
あるとしている点である。しかしながら、個人が集団パフォーマンスないし組織パフォーマン
スに与える影響は、研究においては多くの場合において未検証のままである。
　DeNisi (2000) は、分析の高いレベルでのパフォーマンスは部分的には低いレベルでのパ
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フォーマンスによるものであるが、それはしばしば単なる下層のパフォーマンスの総和以上の
ものであることを指摘している。従業員パフォーマンスを向上させたとしても、しばしば組織
パフォーマンスの向上にはつながらない。従業員パフォーマンスの相和が集団パフォーマンス
を表すわけではなく、また集団パフォーマンスの和が組織全体のパフォーマンスを表すわけで
はないのである。従業員パフォーマンスを理解し変化させようとすれば、それが生起する組織
のコンテクストを理解する必要に迫られよう。複雑なクロスレベルのプロセスが、提示された
パフォーマンスサイクルのなかに巻き込まれるのである。そのような個人レベルでの変数はし
ばしば組織レベルに焦点をあてる研究においてはなおざりにされがちであるし、また逆もしか
りである。このように、経営学の諸領域における研究はマルチレベルそしてクロスレベルの影
響を考慮に入れるべきである。
　とりわけ SHRM においては分析視点の問題が残存したままであり、従業員パフォーマンス
がいかにして集団パフォーマンスに結びつき、ひいては組織パフォーマンスを高めるかを分析
するためのフレームワークが未だ十分に形成されていない。このような問題意識を背景として、
江 (2004) は HRM 研究を分析レベルと施策の幅という 2 つの次元を用いて整理しており、実証
研究ではないものの、この論点に関連する議論を展開している。さらに、竹内・竹内・外島 (2007)
はマルチレベルでのパフォーマンス測定にかかる実証であり、この領域における先駆的研究で
あることを高く評価されるべきであろう。しかし依然として、マルチレベルでのパフォーマン
ス向上のプロセスがいかなるプロセスなのかを示す分析枠組が構築されているわけではない。
　PM は個人―集団―組織という 3 つの分析レベルを同時に把握することにより、従業員パ
フォーマンスがいかにして集団パフォーマンスに結びつき、ひいては組織パフォーマンスを高
めるかを分析するための枠組を提供するものである。もちろん、安直に分析レベルを統合して
いるわけではなく、個人レベル・集団レベル・組織レベルに対応した制度の設計を行ない、さ
らに各レベルにおける行動変化ひいては組織変革にまでも言及している。つまり、個人レベル
のパフォーマンスが部門レベルのパフォーマンスに結びつくプロセスを解明しようとしてお
り、同時にその結びつきを阻害する要因をいかにして除去していくかに関する議論も含めよう
としている。このような議論が可能になるのは、PM が SHRM に比してミクロ的視座をとっ
ているからに他ならない。この点で PM は SHRM の精緻化されたヴァージョンといっても差
支えないであろう。
　第 3 に、SHRM が経営戦略と HRM 制度、そして組織パフォーマンスの因果関係をパター
ンとしてとらえているのに対して、PM はそれらの因果関係をプロセスとしてとらえている点
に違いがある。たとえば、岩田 (2002) は SHRM の問題として、SHRM がパターン論に陥りが
ちであり、そこではプロセス論的思考の欠如が存在することを指摘している。SHRM の多く
の論考は、HRM システムと組織パフォーマンスの因果関係のパターンに焦点を当てている。
Kleiman (2000) のように HRM プロセスを図示する研究もあるが、戦略変数がモデルに含まれ
ないことや、従業員パフォーマンスへの言及が不明確であるなどの問題点を有しており、プロ
セスを示す枠組としては脆弱性が残されている。そのうえで岩田 (2002) は SHRM のプロセス
論的視点を提示し、環境―組織―個人という 3 つの異なる分析レベルを包含したモデルを図示
している。これはアイディアとしては非常に斬新であり、SHRM の限界を克服する可能性を
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大いに秘めた論考であるとさえいえる。
　しかしながら、岩田 (2002) には今後さらに追求されるべき論点が残されているともいえる。
何よりも、HRM プロセスの分析レベルが大まかであり抽象的である点に問題がある。岩田
(2002) のモデルを本論文の概念に置換して表現するならば「環境→制度→人間行動」という枠
組になると考えられるが、SHRM の要諦であるともいえる「制度」とりわけ「HRM 制度」に
のなかのサブシステムの具体像が明らかになっていない。このモデルでいう「制度」は HRM
システム全体を抽象化した概念であるが、この「制度」は下位の諸制度（サブシステム）から
構成されていることが捨象されてしまっている。つまり、上記の因果関係が特定のプロセスで
表現される際に、各システム内部の具体的なプロセスにも言及がなされてしかるべきなのであ
る。たとえば、採用・配置・人材育成・PA・賃金・退職管理などの HRM 諸制度があるパター
ンをもって「制度」としてコンフィギュレーションされているとすれば、それらのサブシステ
ムがそれぞれにどのような影響を及ぼしているのかをプロセス論的に分析することは十分に
可能なはずである。また、HRM が組織パフォーマンスに及ぼす影響を分析する際には、HRM
諸制度間のプロセスの解明が不可欠である。また、制度の運用における現場の監督者・管理者
の役割ないし相互作用に関する言及もない。ここでも守島 (2010) の批判したような、SHRM
のマクロ的視座への傾斜が見られると考えられる。
　PM は SHRM が陥りがちであったパターン重視の議論とは異なり、プロセス重視の議論を
展開している。さらに、岩田 (2002) よりもミクロ的な視点から分析を深める形をとっている。
たとえば、PA によりどのような形で従業員を評価し、いかにして評価をフィードバックし、
それを人材育成につなげ、育成された従業員のパフォーマンスをどのように向上させていくか、
といったシナリオに基づいて全体プロセスを描こうとしている。本論文で扱っている PM は、
SHRM では十分に取り入れられてこなかったプロセス論的視点を提供しうるフレームワーク
なのである。
　第 4 に、SHRM においては外的整合性や内的整合性の内実が具体化されていなかったのに
対し、PM ではそれが比較的明確に示されている点である。SHRM（とりわけコンフィギュレー
ション・アプローチ）において整合性が保たれているというとき、何をもって整合性というの
かが明確にされていなかったのに加え、どのようにして整合性を実現するかという議論が十分
ではなかった。これに対し PM では、その具体的実現方法を問おうとしている。PM は PA を
HRM 諸制度の中核におき、PA の結果から得られる従業員の情報をもとに諸制度を統合しよ
うとするものである。そこでの PA は経営戦略から演繹される役割行動や期待目標をパフォー
マンス基準として含んでおり、従業員の目指すべき方向性を明確化するものである。つまり
PM では、外的整合性と内的整合性を保持させるための起点として PA が位置づけられ、かつ
PA により従業員に対し組織で期待される役割行動を発信することを通じて、これまで以上に
組織全体に経営者の意思が貫徹される。この点は、整合性概念における SHRM の問題点を克
服する可能性につながりうるのである。
　PM と SHRM について、以上 4 点の概念上の差異を取り上げた。これらの差異は、それが
ことさら各々の弱点を露呈するものではないことを急いで断っておきたい。PM は産業組織心
理学をバックボーンとするミクロ的分析重視のパースペクティブなのである。かたや、SHRM
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には経営戦略論、あるいはその生成基盤である産業経済学を基礎とするバックボーンがあるの
で、マクロ的な分析を行なう面では強みがある。PM と SHRM のどちらが正しいとか、ある
いは誤っているというつもりは毛頭ない。相互の立場を批難し合うのではなく、むしろお互い
に不足する部分を補足し合い、HRM 論ひいては経営学全体に資する骨太の理論の構築を目指
していくべきであろう。
　ただし、産業組織心理学の昨今の議論にしばしば見られるように、ある現象に関して多くの
概念が創出されては統合されていくといった、いわゆる統合の利益を甘受しようとする傾向に
は陥らないようにしたい。繰り返すが、PM と SHRM はもともと発展してきた理論的背景が
異なるので、両者の類似性のみをもって親和的であると早合点し、安易な統合に向かうことに
は慎重であるべきであることを指摘しておかなければなるまい。
　本節の議論より、第 2 の研究課題、すなわち PM の HRM 論的意義とは何かという問いに対
する結論が導出される。SHRM 概念との関連でいえば、PM と SHRM は類似の議論を展開し
ている部分はあるにせよ相違点が確認された。たとえば、マクロ重視かミクロ重視かという分
析レベルの違い、マルチレベルのパフォーマンスに関する見解の違い、パターン重視かプロセ
ス重視かの違い、整合性をいかにして実現するかという議論の有無、といった相違点である。
これらの相違点が PM と SHRM それぞれの理論上の欠点に関連することはすでに指摘したと
おりであり、その欠点を解消するために SHRM に PM の考え方を取り入れる可能性が示され
たのである。PA を基軸とする PM を HRM システムに導入することは、SHRM 論における経
営戦略との外的整合性、ならびに HRM 諸制度間の内的整合性を実現することにつながること
が示唆される。PM の導入により、経営戦略と HRM 諸制度間の整合性を高めることで、組織
パフォーマンスの向上に結実する。この点にこそ PM の HRM 論的意義がある。

６．結　語
　本論文を要約すると以下のとおりである。本論文の目的は、近年のアメリカにおける HRM
制度のなかで注目を集め始めている「パフォーマンス・マネジメント」について理論的な考察
を行ない、その HRM 論的意義を探究することであった。はじめに、PM 概念分析の前段階の
作業として、アメリカにおける PA 研究の系譜を簡単にたどった。PA 研究の系譜を踏まえた
うえで、昨今普及しつつある PM 概念の定義や研究状況について整理した。そこでは概念上の
混乱ないし不統一が生じており、PA と PM がどのように相違するかが曖昧模湖としているこ
とが指摘された。次いで、PA と PM の関係性を浮き彫りにし、かつ PM に明確な概念規定を
与えるため、著名な論者によって提示されている PM モデルを検討する作業を行なった。
　その結果として、PM とは、PA によって従業員の職務行動やパフォーマンスを評価し、賃
金や昇進といった処遇を決定し、かつ行動変革をもたらす人材育成やコーチングを促進し、従
業員パフォーマンスひいては組織パフォーマンスをも高めようとするプロセスを意味すること
が明らかにされた。PM はある特定の期間にのみ行なわれるのではなく、あくまでもパフォー
マンスを高めていくための継続的プロセスであることも強調された。さらに、PA は PM にお
ける枢要なサブシステムとして位置づけられることも確認された。
　最後に、PM の HRM 論的意義を見出すために、HRM 論でも PM に関連の深い領域である
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と思われる SHRM 論について考察し、PM と SHRM の共通点と相違点について整理した。そ
こでは PM と SHRM は分析視点の違いこそあれ、相互補完的なフレームワークを提示してい
ることが確認された。PM は経営戦略と HRM 諸制度間の整合性を高めうる。したがって、PM
を HRM 制度に導入することが組織パフォーマンスを高めることに結実するという点で、この
点にこそ PM の HRM 論的意義があることが解明された。
　本論文の理論的含意は何点かある。第 1 に、これまで日本において十分に紹介がなされず、
かつ発祥国であるアメリカにおいてさえ断片的な議論しかなされてこなかった PM 概念につ
いて、本論文において改めて体系的な整理を行なった点である。本論文ではとりわけ、PA と
PM、PM と SHRM といった関連概念間の共通点と差異点を洗い出し、各概念間の関係につい
ても議論を深めた。この作業を通じて、PM 概念の特徴が浮き彫りにされたといえよう。
　第 2 に、PM の HRM 論的意義を明らかにすることを通じて、従来の PA の HRM における
位置づけを解明した点である。とりわけ昨今の SHRM 論においてはコンフィギュレーション
という概念が鍵概念として当然のごとく用いられているが、何をもって整合性とするのか、ど
のようにして整合性を実現するのかは未だ明確にされていない。この限界を克服するのが PM
であると本論文では主張している。すなわち、PA を中心として HRM 諸制度が統合されたプ
ロセスが PM であり、PM プロセス全体は経営戦略にそのあり方を規定される。この意味で
SHRM と PM は類似概念であるといえるが、前者がともすればパターン分析による後付け的
な論理構成に陥りがちであるのに対し、後者はプロセス論的視座を導入することによって、ど
のようにして各サブシステムを統合するかについての論拠を与えているといえる。このことを
明らかにしたことによって、PM の HRM 論的意義が新たに見出されたといえる。これが本論
文の HRM 論における貢献である。
　第 3 に、PM が組織パフォーマンスに結びつくプロセスが本論文において明確化された点で
ある。これまで、PA はおろか HRM システム自体が組織パフォーマンスにどのように結び付
くのかは、いわばブラックボックスであった。前述の繰り返しになるが、PM は PA を起点と
して、終点であるパフォーマンスにどのように結び付くのかについて、そのフレームワークを
プロセス論的に構成したものである。PM を組織パフォーマンスとの関連で検討した点が、本
論文の経営学における貢献なのである。
　以下では本論文の実践的含意について述べておきたい。第 1 に、PM モデルの考察から理解
できることは、何よりも PA を他の HRM 制度、経営戦略、組織パフォーマンスから独立した
一制度としてとらえることは企業組織にとって適切なことではないということである。むしろ、
PA を基軸として各制度の連関を重視するような制度設計を行なうことが肝要である。
　第2に、「成果主義賃金」の導入とともに「人材育成」をも重視する、いわゆる「ポスト成果主義」
の重要性が説かれるようになってきたが、これを実現する手段として PM を導入するべきであ
る。「ポスト成果主義」を標榜しながらも、従来の成果主義賃金とはさほど変わらない事例も
散見される。これはおそらく、「ポスト成果主義」を設計するうえでの理論的枠組を企業組織
がもっておらず、依拠する何がしかのモデルが存在しなかったので、十分な制度改革ができな
かったことによるものであろう。本論文で考察した PM モデルは産業組織心理学における確固
たる概念枠組を用いているので、制度改革のガイドラインとして用いることができると考えら
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れる。場当たり的な制度設計をするよりは、本論文で紹介された PM モデルを参考に制度設計
を進めることのほうが得策であるように思える。
　第 3 に、本論文では PM のすぐれた点を中心に紹介してしまったが、くれぐれもアメリカ発
祥の PM モデルを鵜呑みにして導入せよと忠告するものではないことを断っておきたい。PM
はアメリカ企業を取り巻くコンテクスト、たとえばトップダウンによる分析的戦略の重視や、
職務主義にもとづく職場ルールのなかで生成された制度である。これらのコンテクストは日本
企業を取り巻くそれとは大きく異なる。たとえば、日本企業の経営者には明確な長期ビジョン
を有した人物が少なく、アメリカ企業で通常使われる経営戦略をこれまで苦手としてきたこと
が指摘されている（三品、2005）。あるいは、日本企業の組織構造は高度に公式化・集権化・
標準化されたものではなく、職務境界や権限の所在が厳密に定められない（加護野・野中・榊
原・奥村、1985）ので、職務主義とは相容れないところがある。したがって、PM を日本企業
に直輸入することにより、予期しない弊害を生み出す可能性は十分にある。よって、PM を導
入する際には日本企業を取り巻くコンテクストも考慮に入れつつ、いわば日本的修正を施した
うえでの導入が求められるといえよう。
　最後の本論文に残された課題を述べておく。第 1 の課題は、アメリカ以外における PM の学
術的ないし実践的動向を探究することである。本論文はアメリカ以外の論者による文献も一部
取り上げたが、それらはアメリカの PM に大きな影響を与えたイギリスの文献に限定をしてい
る。現時点で判明していることは、イギリスにおいてはアメリカとはやや異なった形で PM に
関する議論が展開されてきたことである。イギリスとの対比においてアメリカの PM の特徴を
国際比較的に分析することが求められる。また、米英以外の諸国における PM の展開も視野に
入れなくてはならない。ちなみに現時点での PM の国際比較研究として Varma et al. (2008) を
挙げることができる。世界 11 か国の PM を検証した貴重な研究書であるが、PM の概念規定
が共有されていないために、各論者によって PM の意味内容が異なってしまっている。このこ
とが厳密な国際比較を阻害しており、非常に惜しまれることである。今後は事前に共有された
分析枠組を構築したうえで、実証に乗り出すべきであろう。国際比較研究は一研究者のみの作
業ではとてもカバーしきれないものであるため、今後このテーマに関する共同作業が進められ
ることが期待される。
　第 2 の課題は、PM の日本企業への適用可能性についてである。実践的意義のところでも触
れたとおり、アメリカ発祥の PM をそのまま日本企業に適用であるとは到底思われない。現時
点では日本において PM 概念自体が知られていない状態であり、依然として従来の日本的 PA
が定着し続けている。この状態のもとに PM を安直に導入することは、むしろ制度の機能不全
をもたらしうるといえよう。そうであるならば、日本的な PM の設計ないし運用とはいかなる
ものになるのであろうか。PM の普遍性および特殊性の解明が、今後の重要な課題として残さ
れている。
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